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各 位 

 

袖ケ浦市長 粕谷 智浩   

（公印省略）   

 

収集日の確認には「ごみカレンダー」をご活用ください 

 

分別したごみをいつ出せば良いか一目でわかる「袖ケ浦市ごみカレンダー」

が広告主の協賛により寄贈されました。 

つきましては、自治会加入の皆様に別添のとおりカレンダーを配布いたしま

すので、毎戸１部ずつお取りのうえ、ご活用ください。 

なお、ごみの収集日は自治会によって違うため、加入している自治会と利用

しているごみステーションが設置されている自治会が違う場合には、配布され

たカレンダーの区分が違う場合があります。 

その際は大変お手数ですが、利用しているごみステーション看板に記載の収

集日をご確認のうえ、下記配布場所にて正しいカレンダーを受領し、ご活用く

ださい。 

なお、ごみカレンダーは個別郵送できませんので、ご了承ください。 

 

記 

ごみカレンダー配布場所 廃棄物対策課（袖ケ浦クリーンセンター内） 

環境管理課 市役所中庁舎５階 

平川行政センター 

長浦行政センター 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 袖ケ浦市環境経済部廃棄物対策課 

（袖ケ浦クリーンセンター内） 

電話 ０４３８－６３－１８８１ 

ごみの分別等、ごみ処理のルールをまとめた「ごみと資源物ガイドブック」も

併せてご活用ください。 

※ガイドブックは本回覧には同封されていません。必要な場合は袖ケ浦市ホー

ムページからダウンロードできますのでご活用ください。 

 

                     市ホームページ 

                     はこちらから⇒ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習会概要 

開催日程 4月 7、２1日、5月 12、19日、6月 9、23日 10：00～12：00（120分間） 
※雨天時は、研修室でおこないます 

受 講 料 1,600円／回 
※受講料支払い後の自己都合によるキャンセルは受講料の全額をお支払いいただきます。予めご了承ください 

定  員 10名／日（先着順） 
※定員になり次第締め切らせていただきます。最少催行人数に達しないときは中止する場合があります 

持 ち 物 動きやすい格好、履きなれたランニングシューズ、水分補給用の飲み物 
※雨天時は室内シューズをご用意ください 

対  象 
18歳以上のこれからランニングを始めたいと考えている方 

または、ランニングの知識を深めたいと考えている方 

大人
の

申込方法 
電話もしくは窓口にてご予約ください（申込締切：受講前日 20:00まで） 

講習会当日に受付にて受講料をお支払いください 
※定員に空きがある場合は当日の申込も可能です 

D-2403HF-0003 

 

楽に走るためのカラダづくりや体力を

つけるための練習方法をお伝えします。 

一緒に走りましょう！ 
 

●ランニング初心者 

●綺麗なフォームで走りたい方 

●疲れない走り方を知りたい方 お待ちしています‼ 

 
担当者：日本ランニング協会認定  

ランニングインストラクター 

久保田 聡 

教室内容

ご確認くだ

さい。 

ランナーのための準備体操・整理体操や楽に走るためのランニングフォーム、

走るために必要な体幹トレーニングの指導をおこないます 

営業時間：火～土曜 9：00～21：00／日曜・祝日 9：00～20：00 施設休場日：月曜日 

公益財団法人体力つくり指導協会   

袖ケ浦健康づくり支援センター 

袖ケ浦市三ツ作 1862-12 www.tairyoku.or.jp/ 

TEL.0438-64-3200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期  日：２０２４年４～６月 

  

 

 

 

 

 

対  象：０歳１ヶ月以上、1 歳６ヶ月までのベビーとママ 

場  所：ガウランド研修室 

定  員：１０名 ／回 ※先着順 

受 講 料：1 回受講１，０００円、受講回数券(４回分)３，５００円 
※受講回数券購入後の返金はできません 

※施設使用料は不要です。浴室・更衣室等有料エリアをご利用の場合は、 

別途施設使用料をお支払いください  

      ※期間外での受講回数券の使用はできません。予めご了承ください       

申込方法：右記の QRコードから、Webサイトで申込み手続きをお願いします 

持 ち 物：運動シューズ、運動しやすい服装、飲み物、お子さまを寝かせるためのバスタオル 

授乳に必要なもの、オムツ、お子さまが気に入っているおもちゃ等

 

４月 ３、１０、１７、２４日 
毎週水曜日 

１３：００～１４：００ 

（６０分間） 

５月 １、８、１５、２２日 

６月 ５、１２、１９、２６日 

 

D-2403HF0002 

◆産後のカラダ

『ゆるんで』『ゆがんで』『広がった』状態！運動をして 

『ほぐして』『ひきしめて』『ととのえる』トータルケア！ 

産後もキレイ、元気なママを目指します！ 

ママトレ 

↓お申込みはコチラ↓ 

～産後ママのキレイと元気を応援！～ 

公益財団法人体力つくり指導協会   

袖ケ浦健康づくり支援センター 

袖ケ浦市三ツ作 1862-12 www.tairyoku.or.jp/ 

TEL.0438-64-3200 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産後ママの身体の特徴に合わせた様々なエクササイズで 

妊娠前より『動ける！』『元気！』『ステキ！！』な身体を目指してみませんか？ 

 

ベビーと一緒に安心して、楽しみながら運動ができます。 

産後ママの始めの一歩！をお手伝いします。『私リニューアル』始めてみませんか？ 

 

日本マタニティフィットネス協会公認ママフィットインストラクター 

ベビーママアクアインストラクター 

ベビービクスインストラクター              山本 郁苗 

上肢下肢のストレッチ、コアトレーニング、ベビーと一緒におこなう

エクササイズなど様々な構成で産後ママのカラダをトータルケア！ 

アクティブに動いて運動不足解消！子育てのストレス発散に！！ 
 

※1 ケ月健診にて母子ともに異常がない方を対象としています 

乳腺や子宮など気になる症状については、医師に相談のうえご参加ください 

◆ベビーも同じ部屋の中で一緒にエクササイズができます 

◆開催場所の前に多目的トイレがあります 

 ※オムツ交換台 ベビーシートが設置されています 

 ※トイレ用ベビーチェアが設置されています 

◆キッズルームを完備しています。授乳が必要な時はご利用

ください 

ママにうれしい効果 
 

◆産後の不定愁訴の予防と改善 

◆産後の身体機能の回復 

◆姿勢の改善（ボディラインを整える） 

◆乳汁分泌促進（おっぱいの出をよくする） 

 

専門資格を有する指導員が 

ご指導します。 

お気軽にご相談ください。 

～詳しくはお問い合わせください～ 

 

母子同室で安心 

 

ベビーチェア 

ベビーシート 
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第１８号
編集・発⾏ 袖ケ浦市都市整備課
電話 0438-62-3514

袖ケ浦公園花菖蒲の写真 撮影者︓＠ryuphotogram_z

P TOPICS

１ 景観って何だろう︖

２ 景観まちづくり、始めてみませんか︖

3 景観まちづくりに参加していただける団体を募集してい
ます。

袖ケ浦市都市整備課が毎年お届けしている景観まちづくりの情報誌



景観って何だろう？

景観とは⽂字通り⾒た目、眺めのことです。⼈それぞれ好みは異なりますが、
客観的に⼤多数の⼈が⾒たいものの優先順位をつけることは出来ます。下記の写
真では、どちらが良い景観だと思いますか︖

１

⼈はその場所に似つかわしくないもの、不⾃然なものを「⾒たくない」と思い、
不要な情報や興味のないものを押し付けられることを嫌がります。視覚は五感の
中でも重要で、⾃分がどこにいるのか判断するために必要な情報、地形、まちな
み等を⼈は「⾒たい」と思います。

では、⼿付かずの⾃然はどうでしょうか。下記の写真を⾒てください。⼈の⼿
が入っていない⾃然の中で⼈は安心して生活出来るのでしょうか。実は、⼈は⼈
の⼿が入っている景観を良いと感じ易い傾向があります。⼈と⾃然、お互いが上
⼿に付き合う形を景観を通して⾒つける必要があるのです。



2

景観は私たちの生活にいったい何の関係があるのでしょうか。例えば、レス
トランやホテルから美しい富⼠⼭が⾒えるかどうかで料⾦は全く違うでしょう。
良い景観は生活的にも、心理的にも、経済的にも、⼈を豊かにします。
「景観まちづくり」を進めていくうえでは、「景観まちづくりの⾏動が、私たち
のまちを豊かなものにする」という理念や価値観を多くの市⺠が共有し、できる
ところから着⼿し、広げていくことが必要です。

実は、普段のお庭の⼿入れやお家の周りの清掃など、日々の暮らしに根ざした
活動も景観まちづくりに繋がっています。生垣をこれまで以上に丁寧に剪定して
みたり、庭の花壇やベランダに花を植えてみたり、身近な景観まちづくりから始
めてみませんか。

小さな景観まちづくりが地域の活⼒や魅⼒、愛着を育み、より素敵な景観を形
成する要因となるのです。

景観まちづくり、
始めてみませんか？



３

（１）景観まちづくり推進団体

市では、景観まちづくり活動を⾃主的に⾏う⼀定の要件を満たす市⺠団体を
「景観まちづくり推進団体」として認定しています。景観まちづくり推進団体に
は市からまちづくりに関する情報の提供、活動に必要な消耗品の提供などを⾏い
ます。また、ホームページや広報などで景観まちづくり推進団体の活動内容を広
く周知します。

認定には各種要件がありますので、詳しくはホームページや都市整備課までお
問い合わせください。

（２）違反広告物除却活動推進団体

市内に点在する電柱、道路標識、信号機、街路樹などに違法に掲⽰された「は
り紙」「はり札」などの除却活動に参加する「違反広告物除却活動推進団体」を
募集しています。団体登録後は、市から活動時の作業道具やボランティア活動保
険などの援助を⾏っております。

※団体に登録していただき、講習会を受講しないと、除却活動を⾏うことはで
きません。

『景観まちだより』とは
平成23年度に市の景観に関するルール（景観計画）づくりが着⼿されたことをきっかけに、
市⺠の⽅々に「景観まちづくり」について関心を持っていただくため、同年12月14日の第1号を
はじめに、毎年「袖ケ浦市の景観まちづくりの取り組み」などをお知らせしております。

景観まちづくりに参加していただ
ける団体を募集しています。


